
事業主、従業員の皆さんへ

　従業員の皆さんは、勤務先を通じて
マイナンバーの申告、事業主は、従業
員のマイナンバーの把握や適正な管理
が必要になります。
【従業員の皆さんは】
・源泉徴収や年金、健康保険の手続き
の際マイナンバーを事業主を通じて
申告します。

【事業主の皆さんは】
・提示された従業員のマイナンバーが
正しいこと、本人であることを確認
する必要があります。

・従業員のマイナンバーを行政機関に
正しく申告し、厳格に管理すること
が求められます。
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
住
民
票
を
有
す

る
全
て
の
人
に
一
人
一
つ
の
12
桁
の
個

人
番
号
で
、
社
会
保
障
、
税
、
災
害
対

策
の
分
野
で
効
率
的
に
情
報
を
管
理

し
、
複
数
の
機
関
に
存
在
す
る
個
人
の

情
報
が
同
一
人
の
情
報
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
る
も
の
で

す
。
運
用
開
始
は
、
平
成
28
年
１
月
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
メ
リ
ッ
ト

　

次
の
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト
を
達
成
す
る

た
め
の
社
会
基
盤
（
イ
ン
フ
ラ
）
と
し

て
導
入
す
る
こ
と
が
、
法
律
で
定
め
ら

れ
ま
し
た
。

１　

国
民
の
利
便
性
の
向
上

　

手
続
き
が
簡
素
化
さ
れ
、
書
類
の
添

付
が
減
る

２　

行
政
の
効
率
化

　

手
続
き
が
正
確
で
早
く
な
る
。
災
害

時
の
行
政
支
援
に
も
活
用
で
き
る

３　

公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現

　

困
窮
者
へ
の
支
援
、
社
会
保
障
の
不

正
受
給
防
止

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
通
知
さ
れ
ま
す

　

10
月
以
降
、住
民
票
の
住
所
宛
て
に
、

次
の
書
類
が
簡
易
書
留
で
送
付
さ
れ
ま

す
。

・
通
知
カ
ー
ド

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
書
と
返
信

用
封
筒

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
の
説
明
書
類

　

通
知
カ
ー
ド
は
、
手
続
き
を
す
る
こ

と
で
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
へ
交
換
で

き
ま
す
。
ま
た
、
公
的
機
関
で
の
手
続

等
に
使
用
し
ま
す
の
で
紛
失
し
な
い
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
次
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
場
合
は
、
住
民
票
の
住
所
以
外
で
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
８
月
24
日
か
ら

９
月
25
日
ま
で
の
間
に
「
居
所
情
報
登
録

申
請
書
」
を
住
民
票
が
あ
る
市
町
村
へ
持

参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

・
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者

・
Ｄ
Ｖ
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
の
被
害
者

・
病
院
・
施
設
等
へ
長
期
入
院
・
入
所

し
て
い
る
一
人
暮
ら
し
の
人

　

申
請
書
は
市
民
課
窓
口
ま
た
は
総
務

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
で
き
ま
す
。
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＆
Ａ

Ｑ
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
は
何
で

し
ょ
う
か
？

Ａ　

住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
性
別
・

顔
写
真
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ

た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
カ
ー
ド
で
す
。
本
人

確
認
の
た
め
の
身
分
証
明
書
と
し
て
使

用
で
き
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示

や
本
人
確
認
が
求
め
ら
れ
る
次
の
よ
う

な
場
面
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
と
本
人
確

認
を
１
枚
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
）

●
公
的
機
関
で
の
手
続　

社
会
保
障
・

税
・
災
害
対
策

●
勤
務
先
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
提
示　

源
泉
徴
収
票
へ
記
載

●
金
融
機
関
で
の
手
続　

法
定
調
書
へ

記
載

　

ま
た
、ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）

等
の
電
子
申
請
等
が
行
え
る
電
子
証
明

書
も
標
準
搭
載
す
る
ほ
か
、
自
治
体

サ
ー
ビ
ス
（
本
市
で
は
住
民
票
な
ど
の

コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
予
定
）
に
利
用
で
き

ま
す
。

Ｑ
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
を
入
手
す

る
に
は
？

Ａ　

10
月
以
降
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知

カ
ー
ド
と
一
緒
に
送
付
さ
れ
た
申
請
書

を
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
す
る

と
、平
成
28
年
１
月
以
降
に
市
民
課（
１

階
8
‐
9
番
窓
口
）
で
個
人
番
号
カ
ー

ド
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
詳
細
は
、
今
後
発
行
の
広
報
あ
づ

み
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

Ｑ　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
個
人
情
報
管

理
は
大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
？

Ａ　

国
で
は
、
国
民
の
皆
さ
ん
の
意
見

を
で
き
る
限
り
反
映
し
、
次
に
挙
げ
る

対
策
を
と
る
こ
と
で
安
全
・
安
心
な
仕

組
み
と
し
ま
し
た
。

●
制
度
面

・
法
律
に
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
等
の
利
用
、
収
集
は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
収
集
す
る
際
に
は

本
人
確
認
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
適
切
に
管
理
さ
れ

て
い
る
か
第
三
者
機
関
に
よ
る
監

視
・
監
督
を
し
ま
す
。

・
法
律
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
を
、

従
来
に
比
べ
て
強
化
し
ま
す
。

●
シ
ス
テ
ム
面

・
個
人
情
報
は
、
今
ま
で
ど
お
り
各
行

政
機
関
が
分
散
管
理
し
ま
す
。（
特

定
の
機
関
が
一
括
で
全
国
民
の
個
人

情
報
を
所
有
し
ま
せ
ん
）

・
個
人
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
人
を

制
限
、
管
理
し
ま
す
。

・
行
政
機
関
間
の
通
信
は
専
用
回
線

で
、
暗
号
化
し
行
い
ま
す
。

・
不
必
要
と
な
っ
た
情
報
を
消
去
し
ま

す
。

問
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
に
つ
い
て

市
民
課
市
民
担
当

　
（
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
通
知
さ
れ
ま
す

　

平
成
28
年
１
月
か
ら
、
社
会
保
障
や
税
の
手
続
き
簡
素
化
や
利
便
性
の
向
上
、
事
務
の
効
率
化
な
ど
を
目
的
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
社
会
保
障
・
税
番
号
）
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。
制
度
の
導
入
に
伴
い
本
年
10
月
か
ら
個
人
番
号

が
通
知
さ
れ
ま
す
。
制
度
の
概
要
や
個
人
番
号
通
知
の
取
り
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

マ
イ
ナ
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バ
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　市では、平成 28 年７月頃からコン
ビニ交付サービスを開始できるように
現在システムの整備等を行っていま
す。市役所と２つの支所に設置してい
る証明書自動交付機は平成 29 年９月
までに段階的に運用を終了します。現
在、自動交付機を利用している場合は、
個人番号カードの交付の手続きをお願
いします。
【交付場所】
　全国のコンビニエンスストアのキオ
スク端末（マルチコピー機）
【利用時間帯】
　午前６時 30 分～午後 11 時
（12 月 29 日～ 1 月 3 日・メンテナン
ス実施期間を除く）
【証明書の種類】
　住民票の写し、印鑑登録証明書、戸
籍謄抄本※、戸籍の附票の写し※

（※市内に本籍地がある場合のみ）

個人番号カードで
証明書のコンビニ交付
を始めます

平成28年

７月
（予定）

10月
から

個人番号カードのイメージ

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

問い合わせは
マイナンバー制度
全国共通ナビダイヤル

０５７０・２０・０１７８
平日午前9時30分～午後5時 30分
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